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、

同
法

第
６

条
第

６
項

の
規

定
に

よ
り

公
表

す
る

。

　
な

お
、

当
該

地
域

森
林

計
画

書
お

よ
び

変
更

計
画

書
は

、
福

井
県

庁
お

よ
び

次
に

掲
げ

る
場

所
に

備
え

置
き

、
公

衆
の

縦
覧

に
供

す
る

。

　
　

令
和

３
年

１
月

１
２

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

越
前

地
域

森
林

計
画

書

　
 　

福
井

市
役

所
、

あ
わ

ら
市

役
所

、
坂

井
市

役
所

、
大

野
市

役
所

、
勝

山
市

役
所

、
越

前
市

役
所

、
鯖

江
市

役
所

、
永

平
寺

町
役

場
、

池
田

町
役

場
、

南
越

前
町

役
場

、
越

前
町

役
場

お
よ

び
福

井
県

の
各

農

林
総

合
事

務
所

２
　

若
狭

地
域

森
林

計
画

変
更

計
画

書

　
 　

敦
賀

市
役

所
、

小
浜

市
役

所
、

美
浜

町
役

場
、

高
浜

町
役

場
、

お
お

い
町

役
場

、
若

狭
町

役
場

な
ら

び
に

福
井

県
嶺

南
振

興
局

林
業

水
産

部
お

よ
び

二
州

農
林

部

　
　

福
井
県
告
示
第
１
０
号

　
農

林
水

産
大

臣
か

ら
、

森
林

法
（

昭
和

２
６

年
法

律
第

２
４

９
号

）
第

２
９

条
の

規
定

に
よ

り
、

保
安

林
に

指
定

す
る

予
定

で
あ

る
旨

の
通

知
が

あ
っ

た
の

で
、

同
法

第
３

０
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

告
示

す
る

。

　
　

令
和

３
年

１
月

１
２

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

保
安

林
予

定
森

林
の

所
在

場
所

　
　

小
浜

市
栗

田
３

４
号

扇
谷

１
か

ら
１

７
ま

で

２
　

指
定

の
目

的

　
　

土
砂

の
流

出
の

防
備

３
　

指
定

施
業

要
件
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⑴

　
立

木
の

伐
採

の
方

法

　
　

ア
　

主
伐

は
、

択
伐

に
よ

る
。

　
　

イ
 　

主
伐

と
し

て
伐

採
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

立
木

は
、

当
該

立
木

が
所

在
す

る
市

町
に

係
る

市
町

村
森

林
整

備
計

画
で

定
め

る
標

準
伐

期
齢

以
上

の
も

の
と

す
る

。

　
　

ウ
　

間
伐

に
係

る
森

林
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

　
⑵

　
立

木
の

伐
採

の
限

度
な

ら
び

に
植

栽
の

方
法

・
期

間
お

よ
び

樹
種

　
　

　
次

の
と

お
り

と
す

る
。

　
 　

（
「

次
の

と
お

り
」

は
、

省
略

し
、

そ
の

関
係

書
類

を
福

井
県

庁
お

よ
び

小
浜

市
役

所
に

備
え

置
い

て
縦

覧
に

供
す

る
。

）

　
　

福
井
県
告
示
第
１
１
号

　
農

林
水

産
大

臣
か

ら
、

森
林

法
（

昭
和

２
６

年
法

律
第

２
４

９
号

）
第

２
９

条
の

規
定

に
よ

り
、

保
安

林
に

指
定

す
る

予
定

で
あ

る
旨

の
通

知
が

あ
っ

た
の

で
、

同
法

第
３

０
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

告
示

す
る

。

　
　

令
和

３
年

１
月

１
２

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

保
安

林
予

定
森

林
の

所
在

場
所

　
 　

小
浜

市
門

前
１

３
号

下
拾

尋
谷

１
０

の
１

、
６

９
号

宇
津

屋
谷

１
、

２
、

４
９

の
１

か
ら

４
９

の
７

ま
で

、
４

９
の

２
５

２
　

指
定

の
目

的

　
　

水
源

の
涵

養

３
　

指
定

施
業

要
件

　
⑴

　
立

木
の

伐
採

の
方

法

　
　

ア
　

主
伐

に
係

る
伐

採
種

は
、

定
め

な
い

。

　
　

イ
 　

主
伐

と
し

て
伐

採
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

立
木

は
、

当
該

立
木

が
所

在
す

る
市

町
に

係
る

市
町

村
森

林
整

備
計

画
で

定
め

る
標

準
伐

期
齢

以
上

の
も

の
と

す
る

。

　
　

ウ
　

間
伐

に
係

る
森

林
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

　
⑵

　
立

木
の

伐
採

の
限

度
な

ら
び

に
植

栽
の

方
法

・
期

間
お

よ
び

樹
種

　
　

　
次

の
と

お
り

と
す

る
。

　
 　

（
「

次
の

と
お

り
」

は
、

省
略

し
、

そ
の

関
係

書
類

を
福

井
県

庁
お

よ
び

小
浜

市
役

所
に

備
え

置
い

て
縦

覧
に

供
す

る
。

）

　
　

福
井
県
告
示
第
１
２
号

　
農

林
水

産
大

臣
か

ら
、

森
林

法
（

昭
和

２
６

年
法

律
第

２
４

９
号

）
第

２
９

条
の

規
定

に
よ

り
、

保
安

林
の

指
定

を
解

除
す

る
予

定
で

あ
る

旨
の

通
知

が
あ

っ
た

の
で

、
同

法
第

３
０

条
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
告

示
す

る
。

　
　

令
和

３
年

１
月

１
２

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

解
除

予
定

保
安

林
の

所
在

場
所

　
 　

今
立

郡
池

田
町

大
本

１
１

３
字

西
谷

７
の

３
（

国
有

林
）

・
７

の
４

（
国

有
林

。
次

の
図

に
示

す
部

分
に

限
る

。
）

２
　

保
安

林
と

し
て

指
定

さ
れ

た
目

的

　
　

水
源

の
涵

養

３
　

解
除

の
理

由

　
　

ダ
ム

用
地

と
す

る
た

め

　
（

「
次

の
図

」
は

、
省

略
し

、
そ

の
図

面
を

福
井

県
庁

お
よ

び
池

田
町

役
場

に
備

え
置

い
て

縦
覧

に
供

す
る

。
）

公

　

告

　
都

市
計

画
法

（
昭

和
４

３
年

法
律

第
１

０
０

号
）

第
２

９
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
許

可
し

た
開

発
行

為
に

関
す

る
工

事
が

完
了

し
た

の
で

、
同

法
第

３
６

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
告

す
る

。　
　

令
和

３
年

１
月

１
２

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

開
発

区
域

ま
た

は
工

区
に

含
ま

れ
る

地
域

の
名

称

　
　

２
工

区

　
 　

大
野

市
七

板
３

７
字

森
ノ

上
８

番
、

９
番

１
、

９
番

２
、

１
０

番
１

、
１

０
番

２
、

１
１

番
１

、
１

１
番

２
、

１
１

番
３

、
１

１
番

４
、

１
１

番
５

、
１

１
番

６
、

１
１

番
７

、
１

１
番

８
、

１
２

番
１

、

１
２

番
２

、
１

３
番

、
１

４
番

１
、

１
４

番
２

の
一

部
、

２
０

番
、

２
１

番
、

２
２

番
の

一
部

、
２

３

番
の

一
部

、
２

４
番

お
よ

び
２

５
番

の
一

部
、

３
８

字
清

水
町

９
番

、
１

０
番

、
１

１
番

、
１

２
番

１

、
１

３
番

、
１

４
番

、
１

５
番

、
１

６
番

の
一

部
、

２
９

番
、

３
０

番
、

３
１

番
、

３
２

番
、

３
３

番

の
一

部
、

３
４

番
の

一
部

お
よ

び
３

５
番

の
一

部
な

ら
び

に
３

９
字

御
所

岩
１

３
番

、
１

４
番

、
１

５

番
、

１
６

番
、

２
０

番
の

一
部

、
２

１
番

の
一

部
、

２
２

番
１

の
一

部
、

２
２

番
２

の
一

部
、

２
３

番

１
の

一
部

、
２

３
番

２
の

一
部

、
２

４
番

の
一

部
、

３
５

番
、

３
６

番
、

３
７

番
の

一
部

、
３

８
番

の

一
部

、
３

９
番

の
一

部
お

よ
び

４
１

番
の

一
部

２
　

開
発

許
可

を
受

け
た

者
の

住
所

お
よ

び
氏

名

　
　

大
野

市
天

神
町

１
番

１
号

　
　

大
野

市
土

地
開

発
公

社

　
　

理
事

長
　

田
中

　
雄

一
郎

　
　

　
都

市
計

画
法

（
昭

和
４

３
年

法
律

第
１

０
０

号
）

第
２

９
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
許

可
し

た
開

発
行

為
に

関
す

る
工

事
が

完
了

し
た

の
で

、
同

法
第

３
６

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
告

す
る

。
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令
和

３
年

１
月

１
２

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

開
発

区
域

ま
た

は
工

区
に

含
ま

れ
る

地
域

の
名

称

　
 　

大
野

市
蕨

生
１

３
７

字
段

子
３

番
１

、
３

番
２

、
５

番
１

、
６

番
１

、
７

番
１

、
７

番
２

、
７

番
３

、
７

番
４

、
７

番
５

、
７

番
６

、
７

番
７

、
８

番
１

、
９

番
１

、
９

番
２

、
９

番
３

、
９

番
４

、
１

１

番
の

一
部

、
１

２
番

１
の

一
部

、
１

３
番

１
、

１
３

番
３

の
一

部
、

１
４

番
１

、
１

５
番

１
、

１
５

番

２
、

１
５

番
３

、
１

６
番

１
、

１
８

番
、

１
９

番
、

２
０

番
、

２
１

番
１

、
２

２
番

１
、

２
３

番
、

２

４
番

１
、

２
４

番
２

、
２

５
番

１
、

２
５

番
２

、
２

５
番

３
、

２
５

番
４

、
２

５
番

５
、

２
８

番
の

一

部
、

２
９

番
の

一
部

、
３

１
番

の
一

部
、

３
２

番
の

一
部

お
よ

び
３

５
番

２
　

開
発

許
可

を
受

け
た

者
の

住
所

お
よ

び
氏

名

　
　

大
野

市
天

神
町

１
番

１
号

　
　

大
野

市
長

　
石

山
　

志
保

　
　

　
政

府
調

達
に

関
す

る
協

定
の

適
用

を
受

け
る

調
達

契
約

に
係

る
一

般
競

争
入

札
の

落
札

者
を

決
定

し
た

の
で

、
特

定
調

達
契

約
に

係
る

福
井

県
財

務
規

則
の

特
例

に
関

す
る

規
則

（
平

成
７

年
福

井
県

規
則

第
８

２
号

）
第

１
３

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
告

す
る

。

　
　

令
和

３
年

１
月

１
２

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

１
　

落
札

に
係

る
物

品
の

名
称

お
よ

び
数

量

　
 　

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

対
策

福
祉

施
設

備
蓄

用
衛

生
・

防
護

用
品

の
購

入
（

長
寿

福
祉

課
）

　
 　

防
護

服
一

式
（

ア
イ

ソ
レ

ー
シ

ョ
ン

ガ
ウ

ン
　

８
，

７
０

０
枚

、
ヘ

ア
ー

キ
ャ

ッ
プ

　
８

，
７

０
０

枚
、

サ
ー

ジ
カ

ル
マ

ス
ク

　
８

，
７

０
０

枚
、

フ
ェ

イ
ス

シ
ー

ル
ド

　
８

，
７

０
０

枚
）

　
　

グ
ロ

ー
ブ

　
７

１
，

７
０

０
双

　
　

消
毒

液
　

１
，

８
０

０
リ

ッ
ト

ル

２
　

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

お
よ

び
所

在
地

　
　

福
井

県
健

康
福

祉
部

長
寿

福
祉

課

　
　

福
井

県
福

井
市

大
手

３
丁

目
１

７
番

１
号

３
　

落
札

者
を

決
定

し
た

日

　
　

令
和

２
年

１
２

月
２

３
日

４
　

落
札

者
の

名
称

お
よ

び
住

所

　
　

セ
ン

ト
ラ

ル
メ

デ
ィ

カ
ル

株
式

会
社

　
福

井
支

店

　
　

福
井

県
福

井
市

和
田

東
２

丁
目

１
５

１
８

５
　

落
札

金
額

　
　

４
，

４
６

３
，

３
５

０
円

６
　

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
手

続

　
　

一
般

競
争

入
札

７
　

規
則

第
４

条
の

規
定

に
よ

る
公

告
を

行
っ

た
日

　
　

令
和

２
年

１
１

月
１

０
日
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教
育
委
員
会
規
則
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選
挙
管
理
委
員
会
告
示

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
１
号

　
政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

９
４

号
）

第
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
政

治
団

体
の

設
立

の
届

出
が

あ
っ

た
の

で
、

同
法

第
７

条
の

２
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

告
示

す
る

。

　
　

令
和

３
年

１
月

１
２

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

（
そ

の
他

の
政

治
団

体
）

（
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
以

外
の

政
治

団
体

）

届
　

出
政

治
団

体
の

名
称

代
表

者
の

氏
名

会
計

責
任

者
の

氏
　

　
　

　
名

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

年
月

日

令
和

2
年

ワ
ン

チ
ー

ム
若

狭
吉

田
　

延
昭

立
井

　
隆

一
三

方
上

中
郡

若
狭

町
鳥

浜
１

２
８

－

５
－

１
1
1
月

1
0
日

令
和

2
年

ふ
じ

の
利

和
後

援
会

藤
野

　
利

和
桝

谷
　

桝
一

丹
生

郡
越

前
町

梅
浦

６
１

－
５

９
1
1
月

1
6
日

令
和

2
年

福
井

県
介

護
福

祉
政

治
連

盟
皆

川
　

恭
英

滝
波

　
正

興
福

井
市

和
田

中
町

東
沖

田
３

０
－

１
1
2
月

1
日

令
和

2
年

あ
お

や
ぎ

良
彦

後
援

会
孝

久
　

幸
一

久
保

　
福

治
丹

生
郡

越
前

町
西

田
中

９
－

２
５

－

１
1
2
月

1
6
日

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
２
号

　
政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

９
４

号
）

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
政

治
団

体
の

届
出

事
項

の
異

動
に

係
る

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

法
第

７
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
告

示
す

る
。

　
　

令
和

３
年

１
月

１
２

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

異
　

動
 

年
月

日
政

治
団

体
の

名
称

代
表

者
の

氏
名

異
 動

 事
 項

異
　

動
　

内
　

容

新
旧

令
和

2
年

 

4
月

1
日

日
本

共
産

党
嶺

南
地

区
委

員
会

上
原

　
修

一
会

計
責

任
者

木
嵜

　
精

二
北

原
　

武
道

令
和

2
年

 

9
月

3
0
日

自
由

民
主

党
今

庄
支

部
秋

田
　

重
敏

主
た

る
事

務

所
の

所
在

地

南
条

郡
南

越
前

町
合

波

２
２

－
２

７

南
条

郡
南

越
前

町
今

庄

７
５

－
３

４
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令
和
三
年
一
月
十
二
日
発

　
行

　
発
行
人

　
〒
九
一
〇

-

八
五
八
〇

　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号

　
福

　
井

　
県

代
表

者
秋

田
　

重
敏

高
谷

　
皓

之

令
和

2
年

 

1
1
月

3
0
日

田
村

や
す

お
後

援
会

渡
辺

　
幸

雄
会

計
責

任
者

高
橋

　
昭

一
郎

田
村

　
光

雄

令
和

2
年

 

1
2
月

6
日

熊
谷

勘
信

後
援

会
松

村
　

弘
行

代
表

者
松

村
　

弘
行

田
辺

　
喜

代
春

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
３
号

　
政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

９
４

号
）

第
１

７
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

政
治

団
体

の
解

散
の

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

告
示

す
る

。

　
　

令
和

３
年

１
月

１
２

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

解
散

年
月

日
政

治
団

体
の

名
称

代
表

者
の

氏
名

令
和

2
年

1
1
月

3
0
日

康
友

会
奥

田
　

裕
康

令
和

2
年

1
1
月

3
0
日

桜
町

や
す

お
会

谷
口

　
良

治

令
和

2
年

1
1
月

3
0
日

鯖
江

を
元

気
に

す
る

会
酒

井
　

活
雄

令
和

2
年

1
1
月

3
0
日

自
由

民
主

党
福

井
県

鯖
江

市
第

四
支

部
田

村
　

康
夫

令
和

2
年

1
1
月

3
0
日

た
き

な
み

宏
文

鯖
江

市
後

援
会

牧
野

　
百

男

令
和

2
年

1
1
月

3
0
日

豊
友

会
川

地
　

信
夫

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
４
号

　
越

前
町

選
挙

管
理

委
員

会
か

ら
、

公
職

選
挙

法
（

昭
和

２
５

年
法

律
第

１
０

０
号

）
第

１
６

１
条

第
１

項
第

３
号

に
規

定
す

る
個

人
演

説
会

等
の

施
設

の
指

定
に

係
る

事
項

の
異

動
の

通
知

が
あ

っ
た

の
で

、
次

の
と

お
り

告
示

す
る

。

　
　

令
和

３
年

１
月

１
２

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

異
　

動

年
月

日
施

設
の

名
称

異
動

事
項

異
　

　
動

　
　

内
　

　
容

新
旧

令
和

2
年

1
2
月

1
日

旧
山

中
児

童
館

施
設

の
名

称
旧

山
中

児
童

館
山

中
児

童
館


